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第 1 章チートと不正より ―――― 
 
ラスベガスのストリップに位置する大型カジノのゲームフロアでは、ひと晩平均$614,375（1 ドル 100 円計算で
6143 万円）を売り上げる。そしてこれだけの大金が飛び交う場には、残念ながら不正がつきものである。カジノを訪
れるプレイヤーの不正はもちろんのこと、大規模カジノでは 5000 人を超える従業員を抱えており、本来は信頼すべ
き従業員による不正も発生してしまうのが現実である。プレイヤーの不正、従業員による現金やチップの窃盗、従業
員とプレイヤーがグルになった犯罪など、何百台の監視カメラを装備していたとしても、カジノ内での不正は日々、いや
毎時間起こっていると言っても過言ではない。ラスベガスのあるカジノの監視責任者は「カジノを訪れるプレイヤーより
も従業員による不正の方が心配だ」ともコメントしている。そしてこれらの不正はカジノにとって致命的な「コスト」= 損
失となり、カジノ運営を苦しめる事になりかねないのである。 
 
本章では営業中の米国カジノの例をもとに、日本カジノでも起こりうる不正とその現場対策を分析し、日本カジノ運
営関連企業としてこれらの不正を予知し、開場と共に万全の対策を準備しておく事を目的とする。ラスベガスカジノ
や他州で数々のカジノオープニングを任されてきたベテラン監視責任者達も、日本のカジノが開場した際には「必ず
市場を試すチート（後述）が現れる」と予想しており、当初から十分なセキュリティーの完備と監視が重要であると
指摘している。 
 
チートとは (一部のみ抜粋) 
 
カジノのゲームでイカサマ（以下“チート“）をはたらく者を”チーター“と呼ぶ。（本書ではプレイヤーによるゲームプレイ
の中でのイカサマを“チート”とし、それ以外の不正行為を“不正”とする）まず、イカサマと聞くとカードゲームで対戦相
手のカードを盗み見するなどの手口が頭に浮かぶ。これもカジノにおけるチートのひとつだが、カジノのチートはさらに手
口が巧妙で、1 件のチートがカジノに多大な損失をもたらす程深刻な問題になっている。2011 年にはウィン・リゾー
トでダイススライディングによる大金を騙し取るチートが大きくニュースになった。そのチート行為を行った 2 人は
Nevada Gaming Control Board（以下「NGCB」ネバダゲーミング規制当局）によって逮捕されたのだが、ウィ
ン・リゾートはこのチートで$750,000（1 ドル 100 円として 7500 万円）の損失を受け、このプレイヤー2 人を訴
えたのである。 
 
NGCB によると、2015 年度ネバダ州では仲裁に至ったチートが 574 件発生、逮捕数は 602 件、チート被害総
額は約$51.8 ミリオンドル（1 ドル 100 円として約 51.8 億円）であったと報告されている。また、ネバダ州のカジ
ノでは毎年 250～500 名のカジノ従業員が逮捕、摘発されており、これは NGCB による年間逮捕数の 25％にも
及ぶ。そしてこの 25％の従業員の内 27％はテーブルゲームディーラー、23%はカジノ幹部、18％はケージ、3％は
セキュリティーという具合に、内部従業員による不正の割合がかなり多い事が明らかになっている。 

 
 



 

 

ゲーム中のチップの操作 (一部のみ抜粋) 
 
これはカジノで一番頻繁に発生するチートである。パストポスティング と呼ばれ、ルーレットやクラップスで勝負の結果
がわかった後にベットしたチップを操作することである。例えば、ルーレットゲ－ムでは、ルーレットが回り始め、ディーラー
から「ベット終了」と声がかかった後にテーブルの上に追加のベットを置く、もしくはベットを取り下げる行為。つまり自分
が勝ちそうになったらチップを置き、もしくは増額し、負けそうになったら取り下げるというチートである。このチートで
$56,000（1 ドル 100 円として約 560 万円）を奪い取ったとしてルイジアナ州のカジノで 3 名のチーターグループ
の 1 人が逮捕された。クラップステーブルについた 3 人の内 1 人がダイスを転がし、その間ディーラーと話をするなどし
て気を反らせ、その間に残りの 2 人が勝ち目を確認した時点でベットを追加していたのである。3 名の内 2 人は未
だ姿をくらませている。 
 
 
テーブルゲーム自動監視システム (一部のみ抜粋) 
 
ラスベガスのカジノでも導入され始めているが、これは監視カメラで捉えた映像とゲーム分析ソフトを連携させたもので
ある。上記のような RFID が埋め込まれたチップと併用する際は、チップのカウントも含めゲームを全体的にリアルタイ
ムで監視することができる。監視カメラには映像解析技術が採用されており、カメラの映像にかぶせてカードの数字が
監視側のモニターに反映される。そしてテーブルの上に出ているカードの数字とそのパターンを分析し、カードゲームの
流れを把握、明らかにおかしなオッズで勝ちが出過ぎている場合など、要注意プレイにはアラートがあがる仕組みだ。
これを利用することにより、カードカウンティング等はこれで自動的に検出できるようになっている。 
 
現在、テーブルゲームの中でもカードゲームについては上記のようなテクノロジーを利用した対策ソリューションがでてき
ているが、ダイスゲームについてはまだまだマニュアル作業である。そこで近年は物体認証技術を取り入れ、ダイスの目
をトラッキングし、ゲームの流れに不審な箇所がないかを分析して必要に応じてアラートあげるシステムも登場してい
る。 
 

 



 

 

第 2 章ギャンブル依存症より―――― 

 

ギャンブル依存症とは 
ギャンブル依存症は、米国ではギャンブルデスオーダー、ギャンブルアディクション（Gambling 

Addiction）、コンポルシブギャンブリング(Compulsive Gambling)、プロブレムギャンブリング

(Problem Gambling)などと呼ばれており、American Psychological Association（アメリカ精神

医学会、以下 APA) の発行する The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 

Edition（診断のガイドライン、以下 DSM-5）ではギャンブル障害とされている。日本精神神経

学会が発行する DSM‒5 病名・用語翻訳ガイドライン（初版）によると、これらは日本では「ギャ

ンブル障害」と呼ばれている。そして DSM‒5 にある下記のチェック内容にしたがって、精神科医

はギャンブル障害の診断をしている。 

 
レスポンシブルゲーミングプラン（Responsible Gaming Plan）（一部のみ抜粋） 
コマーシャルカジノを運営する殆どの州では、カジノ運営ライセンスを許可するプロセスの中でカ

ジノにレスポンシブルゲーミングプランを提出させる。カジノ運営の条件としてゲーミング規制当

局が妥当だと判断する範囲のレスポンシブルゲーミング対策内容が社内規程に含まれ、実行される

ことを確認する為である。また当局に提出し、許可されたこのレスポンシブルゲーミングの内容

は、カジノ運営中は常に実行され続けることが条件であり、違反した場合は罰則対象となる。 

 

プランに含まれる内容は概ね共通しており、レスポンシブルゲーミングについての従業員トレーニ

ングの実施、一般国民への啓発活動内容、その他アルコールの適切な提供ルール、カジノ内のマー

ケティング広告の制限などが含まれる。 

 

マサチューセッツ州ゲーミングコミッションでは、2018 年 8 月、2019 年 6 月と立て続けにスロ

ットマシン 3000 台以上を設置予定の大規模カジノ 2 軒がオープンを迎える。マサチューセッツ州

ゲーミングコミッションでは、カジノのレスポンシブルゲーミングプランの作成ガイドラインを発

表、またカジノ運営のライセンス申請時にもレスポンシブルゲーミング対策プランの申請を条件と

している。 
 
 
 



 

 

“(26) how the applicant proposes to take measures to address problem gambling including, but not 
limited to, training of gaming employees to identify patrons exhibiting problems with gambling and 
prevention programs targeted toward vulnerable populations; and how the applicant proposes to 
cooperate and support the commission in the development of an annual research agenda as provided in 
M.G.L. c. 23K, § 71; and…” 205CMR Massachusetts gaming commission Phase 2 Application 119/01 
(26) 
 

これに従いカジノから提出されるプランは数十頁に及び、カジノのレスポンシブルゲーミングポリ

シー、内部規程、プログラムを施行するタイムライン、プレイヤーに配布するギャンブル依存症対

策資料のサンプル、カジノ各部署の責任などが詳細に記されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: 左 New Jersey Lottery パンフレットサンプル 右 Nevada Council of Problem Gambling 啓発広告 

 

プレイヤー自己排除プログラム（Self-Exclusion Program）（一部のみ抜粋） 
これは米国だけでなく世界で最も用いられているギャンブル依存症対策プログラムといっても過言では
ない。その名の通り自主的にギャンブルを禁止するプログラムである。州やカジノによって登録方法は変
わるが、プレイヤーは自分で自身をカジノのギャンブル禁止者リストに登録することができる。これにより
仮に気が緩んでカジノへ足を運んでしまったとしても、カジノからギャンブルをすることを禁止または退場
させられるためギャンブルの誘惑を回避できるということである。 
 
自己排除プログラムに登録しているプレイヤーがカジノに現れた場合、カジノはそのプレイヤーを退場さ
せなければならない。もしそれでも幾度も来場する場合は不法侵入で逮捕することも可能である。 



 

 

そしてたとえジャックポットが当たったとしても、そもそも自己排除に登録をしているプレイヤーは勝利金
をもらうことができない。また、カジノ側も自己排除プログラム登録者にギャンブルをさせてしまった場合
は、管轄州政府当局により罰金が課されることもある。また、自己排除プログラムに登録しているにも
かかわらず「プレイを許した」としてプレイヤーがカジノを訴えるというケースも起こっている。 
 
多くの州では自己排除プログラムに登録する際にプレイヤーの顔写真を登録している。その為、最新
のシステムが整っているカジノでは顔認証等を利用して自己排除プログラム登録者を確認、カジノフロ
アから排除することができる。ただ、一般的に入場ゲートなどで入場制限がされていない米国のカジノ
では、100％完全排除ということは現実的には難しい。また、顔認証の認証レベルも 100%ではな
い。 
 
自己排除プログラムは連邦政府ではなく州単位、もしくは企業単位で設けられるプログラムである。多
くの州ではゲーミングレギュレーションによりこれらの自己排除プログラムの設置が義務づけられている。
また州政府によって義務付けられていないとしても、前項で紹介した多くのカジノを会員に持つ AGA
のメンバーであれば同協会の規程により自己排除プログラムを設置することが義務付けられている。よ
って現在全米の殆どのカジノでこのプログラムが実施されているといってよいだろう。 



 

 

 
https://www.mgc.dps.mo.gov/ 掲載自己排除プログラム申込書一部 

 



 

 

第３章 マネーロンダリングとテロ資金関与 ―――― 

 
マネーロンダリングは直訳すると金銭の洗濯、つまり犯罪資金の出処やその犯罪自体の隠蔽の為に

汚れた資金を様々な方法で洗浄する犯罪行為を指す。この対策はアンチマネーロンダリング／Anti‒

Money Laundering と言われ、その頭文字を取って AML と呼ばれている。また米国ではこの AML

を取り締まる対象法律の条項番号をとって Title31(タイトルサーティワン)とも呼ばれている。 

 

マネーロンダリングの例をあげてみよう。麻薬取引で得られた 1000 万円の現金があるとし、その

違法取引を隠蔽するため、麻薬ディーラーはグルのディーラーと複数の架空名義の銀行口座にこの

1000 万を小分けにして預金する。そしてそれら複数の口座から他人宛ての口座に送金を行い、後

日その資金を引き出すことによって洗浄された現金を手にする。資金は洗浄すればするほど、捜査

当局が犯罪の臭いを嗅げなくなるという効果を狙う―これがマネーロンダリングである。 

 
カジノとマネーロンダリング（一部のみ抜粋） 
 

カジノは米国銀行秘密法（Bank Secrecy Act / 以下 BSA)において銀行同様「金融機関」として指

定されている。よってカジノは実質的な監督官庁である FinCEN の指示に従い、マネーロンダリン

グ対策を実施し報告もする法的義務がある。ゲーミングの売上が年間$1,000,000（1 ドル 100 円

として約１億円）以上のカジノは全て対象とされている。 

 

カジノ業界は BSA とは別にギャンブルを取り扱う事業として、地域行政当局の厳しいゲーミングレ

ギューレーションによってその運営が取り締まられている。実は数年前までは、FinCEN はカジノ

がこの（地域行政の）厳しいゲーミングレギューレーションにより取り締まられているので金融犯

罪に関しては自己防衛ができていると過信していた。すなわち、今日と比べれば決して厳しいとは

言い切れない取り締り状況だったのである。もちろん 1985 年にカジノが金融機関に指定されてか

らというもの、カジノは BSA に従い AML 対策や報告義務は果たしてきた。ただし、それらはコー

ポレートコンプライアンスの一部として行ってきており、積極的なマネーロンダリング対策は行わ

れてこなかった。しかし、2013 年頃からその状況は急変し始める。 

 

 

 



 

 

カジノ業界の取り締り（一部のみ抜粋） 
連邦法律である BSA に従った AML の現場対策の監督と取り締りは、FinCEN と IRS の BSA 監査官

によって行われる。そして違反事項が刑事事件に至る場合は、IRSSCI（IRS の金融犯罪調査部）及

び FBI、連邦地検、当該州政府及びゲーミング規制当局との連携により対処される。 

BSA 違反を起こしたカジノは「意図的に AML に加担した」と見なされれば刑事事件で告訴される

可能性もある。そして刑事事件に至らなくとも BSA 違反となれば連邦政府からは罰則が言い渡さ

れ、州ゲーミング当局からは「公正なゲーミングを怠った」という違反で処分を受けることにな

る。 

 
カジノに潜む AML リスク（一部のみ抜粋） 
前項でも述べたようにカジノの中には多数のマネーロンダリングリスクが潜む。FATF からも世界

的な対策フレームワークの基本として、そして BSA にも定められているように、カジノへはカジノ

の特色やリスク分析に基づいた「リスクベース」のマネーロンダリング対策が義務付けられてい

る。カジノにはどのようなリスクがひそんでいるのであろうか。 

 

ケージ（キャッシャー）:カジノの金融の総合窓口でのマネーロンダリング 

現金換金、両替、カジノ口座、マーカーの発行と支払い受付、小切手の換金及び発行等の金融取引

が多様にあるため、これらのサービスを組み合わせたり、匿名で利用されるリスクがある。 

 

マネーロンダリングリスクがある行為 

x 大量のチップを犯罪資金で購入、そしてギャンブルは殆どせずまたそれを換金する 

x 犯罪資金をスロットマシンに投入し、ギャンブルをせずにそのままキャッシュアウトし、 

発行されたスロットバウチャーを換金する 

x 出処が不明な大金のカジノ口座への入金 

x プレイヤーと関連が不明な第 3 者からプレイヤーへの口座入金 

x 額面の小さい紙幣を大量に持ち込み、大きい額面の紙幣に換金 

x クレジットを申し込み、カジノにギャンブル資金を払い出してもらうがギャンブルはせず、

後日その金額を現金で支払う 

x CTRC の提出を明らかに避ける為の小分けにした複数の取引 

 

 



 

 

 
 

―――続く 


